
　
国
民
年
金
に
加
入
で
き
る
年
齢
は

原
則
と
し
て
60
歳
ま
で
で
す
が
、
60

歳
を
過
ぎ
て
か
ら
で
も
本
人
の
希
望

で
国
民
年
金
に
加
入
で
き
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

◦�

60
歳
ま
で
に
老
齢
基
礎
年
金
を
受

け
る
た
め
の
受
給
資
格
期
間
（
25

年
以
上
）
を
満
た
す
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
方
は
、
不
足
期
間
を
満

た
す
た
め
に
65
歳
に
な
る
ま
で
任

意
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

◦�

す
で
に
受
給
資
格
期
間
を
満
た
し

た
方
が
、
将
来
の
年
金
受
給
額
を

増
や
し
て
満
額
の
年
金
額
に
近
づ

け
る
た
め
に
、
65
歳
に
な
る
ま
で

任
意
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

申�
請
受
付
期
間
　
５
月
２
日
㈪
～
８

月
31
日
㈬

対�
象
　
平
成
27
年
度
臨
時
福
祉
給
付

金
の
対
象
者
（
平
成
27
年
度
分
の

市
町
村
民
税
（
均
等
割
）
が
課
税

さ
れ
て
い
な
い
方
）
で
、
昭
和
27

年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方

※�

対
象
と
思
わ
れ
る
方
に
は
案
内
文

書
と
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。

※�

平
成
27
年
１
月
２
日
以
降
に
市
外

か
ら
転
入
し
た
方
は
、
平
成
27
年

１
月
１
日
現
在
の
住
所
地
の
市
区

町
村
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

支
給
額
　
１
人
に
つ
き
３
万
円

問
い
合
わ
せ
　
社
会
福
祉
Ｇ

�

（
☎
�
１
９
１
１
）

　
特
定
健
診
は
、
糖
尿
病
や
脂
質
異

常
症
な
ど
の
生
活
習
慣
病
を
調
べ
る

健
診
で
す
。
詳
し
く
は
、
受
診
券
に

同
封
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

送
付
時
期
　
４
・
５
月

対�

象
　
40
歳
以
上
で
国
民
健
康
保
険

に
加
入
し
て
い
る
方

設
置
場
所

◦
共
同
募
金
…
し
ん
た
21

◦�

日
本
赤
十
字
社
…
市
役
所
本
庁
舎
、

各
支
所
、
市
民
会
館

※
物
資
や
物
品
は
受
け
付
け
ま
せ
ん
。

◎
義
援
金
に
か
か
る
税
制
優
遇
措
置

　
義
援
金
は
、
個
人
で
は
所
得
税
法

に
定
め
る
寄
付
金
控
除
に
、
法
人
で

は
法
人
税
法
に
定
め
る
全
額
損
金
な

ど
に
該
当
し
ま
す
。
領
収
書
の
発
行

な
ど
、
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問�

い
合
わ
せ
　
登
別
市
共
同
募
金
委

員
会
（
し
ん
た
21
内
・
☎
�
０
８

６
０
）
、
日
本
赤
十
字
社
登
別
市

地
区
事
務
局
（
社
会
福
祉
Ｇ
内
・

☎
�
１
９
１
１
）

　
総
務
省
と
経
済
産
業
省
は
、
統
計

法
に
基
づ
き
、
全
て
の
事
業
所
や
企

業
を
対
象
と
し
て
経
理
項
目
な
ど
の

調
査
を
行
い
ま
す
。
調
査
内
容
は
統

計
作
成
以
外
の
目
的
で
使
用
す
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
回
答
を
お

願
い
し
ま
す
。

調
査
票
　
５
月
中
に
調
査
員
が
配
布

回�

答
　
６
月
以
降
に
調
査
員
に
提
出

す
る
か
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
回
答

問
い
合
わ
せ
　
総
務
Ｇ

�

（
☎
�
１
１
３
０
）

問
い
合
わ
せ
　
国
民
健
康
保
険
Ｇ

�

（
☎
�
１
７
７
１
）

日
時
　
５
月
25
日
㈬
14
時

場
所
　
市
民
会
館
中
ホ
ー
ル

　
今
年
度
75
歳
に
な
る
方
へ
、
日
常

的
な
活
動
や
健
康
に
対
す
る
意
識
・

取
り
組
み
に
つ
い
て
調
査
し
ま
す
。

　
お
住
ま
い
を
管
轄
す
る
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
が
ご
自
宅
を

訪
問
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　
高
齢
・
介
護
Ｇ

�

（
☎
�
５
７
２
０
）

　
登
別
市
共
同
募
金
委
員
会
と
日
本

赤
十
字
社
登
別
市
地
区
は
、
４
月
に

発
生
し
た
『
平
成
28
年
熊
本
地
震
』

を
受
け
、
市
内
６
カ
所
に
募
金
箱
を

設
置
し
ま
し
た
。

　
義
援
金
は
、
そ
の
全
額
が
被
災
地

に
届
け
ら
れ
ま
す
の
で
、
市
民
の
皆

さ
ん
の
ご
支
援
を
お
願
い
し
ま
す
。

受�

付
日
時
　
６
月
30
日
㈭
ま
で
の
９

時
か
ら
17
時
30
分
ま
で
（
土
・
日

曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

演�

題
　
シ
ニ
ア
人
生
を
安
心
・
豊
か

に
過
ご
す
た
め
に
は
～
法
律
家
の

役
割
～

問
い
合
わ
せ
　
高
齢
・
介
護
Ｇ

�

（
☎
�
５
７
２
０
）

※�

昭
和
40
年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま

れ
た
方
は
、
65
歳
以
上
70
歳
未
満

の
期
間
も
、
受
給
資
格
を
満
た
す

ま
で
任
意
加
入
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　
年
金
・
長
寿
医
療
Ｇ

�

（
☎
�
２
１
３
７
）

国
民
年
金
の
高
齢
任
意
加
入

年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付
金

（
高
齢
者
向
け
）

特
定
健
診
受
診
券
を
送
付
し
て
い
ま
す

『
平
成
28
年
経
済
セ
ン
サ
ス

－

活
動
調
査
』
が
実
施
さ
れ
ま
す

高
齢
者
・
障
が
い
者
へ
の

法
律
家
に
よ
る
支
援
セ
ミ
ナ
ー

今
年
度
75
歳
に
な
る
方
へ

～
実
態
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
～

『
平
成
28
年
熊
本
地
震
』
で
被
災

さ
れ
た
方
へ
の
支
援
に
つ
い
て

蜂の巣の駆除業者を紹介します
　これまで、一般家庭にできた蜂の巣は、市が
費用を負担し駆除を行ってきましたが、4月１
日から、それぞれの家屋や土地の所有者などに
自らの責任で駆除を行っていただくこととして
います。
　市が把握している、市内または近隣市町で蜂
の巣の駆除を行っている事業者を紹介します。
費用は事業者ごとに異なるので、巣の駆除を依
頼する場合は事業者に直接確認してください。
▼蜂の巣の駆除を行っている事業者

問い合わせ　�環境対策グループ（クリンクルセ
ンター内・☎�２95８）

区　分 事業者名 連絡先

登別市 ㈲オリコクリーン ☎�１4２２

室蘭市 室蘭清掃管理センター ☎㊸3１55

室蘭市 北海道防疫燻蒸㈱
室蘭事業所 ☎㉔１２5１

25 くらしのガイド　市や国、道からのお知らせ
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